[bookmark: _Hlk216353645]　　　
　　　串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金交付要綱

　（趣旨）
[bookmark: _Hlk216353662][bookmark: _Hlk216353710]第１条　この要綱は、本市の地域資源を活用した商品開発を促進するため、予算の範囲内において、串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金（以下「補助金」という。）を交付することにつき、補助金等の交付に関する規則（昭和55年串間市規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（補助対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付の申請をする日において、次の各号に該当する者とする。
　（１）　市内に住所を有する者又は市内に事業所を置いている者
　（２）　市税等の滞納がない者
[bookmark: _Hlk216356111]　（３）　串間商工会議所の会員である者又は会員として承認される見込みがある　者
　（４）　串間市暴力団排除条例（平成23年串間市条例第21号）第２条第１号から第３号までに掲げる者でない者
　（５）　同一事業において他の補助金の交付を受けておらず、かつ、受ける予定がない者
　（６）　開発した新商品を自社による販売に限らず、道の駅くしまその他の相当数量の販売が見込まれる施設において、継続して販売することができる者
　（補助事業の区分等）
第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の区分、内容、補助対象経費、補助率等については、別表に定めるところによる。
　（補助申請及び交付決定）
第４条　補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金交付申請書（別記様式第１号）に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
　（１）　事業計画書（別記様式第２号）
　（２）　収支予算書（別記様式第３号）
　（３）　店舗等の所在地が分かる地図
　（４）　申請者の完納証明書（事業所及び代表者のもの）
　（５）　見積書の写し又は積算の根拠となる資料
　（６）　串間商工会議所会員又は会員として承認される見込みがあることの証明　書類
　（７）　その他市長が必要と認める書類
２　市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第６条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
　（申請内容の変更及び承認）
第５条　補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）は、その決定を受けた申請内容を変更しようとするときは、串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金変更申請書（別記様式第４号）に変更収支予算書（別記様式第５号）を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更しようとする内容が、交付決定額に増減のない範囲で生じた軽微な内容の変更であると認められる場合は、これを省略することができる。
２　市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の変更の可否を決定し、補助決定者にその旨を通知するものとする。
　（申請の取下げ）
第６条　補助決定者は、その決定を受けた申請の取下げをしようとするときは、補助事業廃止報告書（別記様式第６号）を市長に提出しなければならない。
　（実績報告及び交付確定）
第７条　補助決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに、串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金実績報告書（別記様式第７号）に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
　（１）　事業実績書（別記様式第８号）
　（２）　収支決算書（別記様式第９号）
　（３）　領収書等（写し）
　（４）　事業内容が分かる写真等
　（５）　その他市長が必要と認める書類
２　市長は、前項の報告書の提出があったときは、内容を調査の上、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等交付額確定通知書により、補助決定者に通知するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、補助決定者に対し、補助事業の成果について説明を求め、又は実地調査することができる。
　（補助金の交付）
第８条　補助金は、精算払にて交付するものとする。
２　補助決定者は、前条第２項の通知を受けた後、速やかに請求書（別記様式第10号）を市長に提出しなければならない。
　（補助金の返還）
第９条　市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
　（１）　補助金の交付確定の日が属する年度の３月末日から３年が経過する日の前までに事業の変更、中止又は廃止をしたとき。
　（２）　補助金の交付確定の日が属する年度の３月末日から５年が経過する日の前までに市外に転出したとき。
　（３）　補助金の交付確定の日が属する年度の３月末日から５年が経過する日の前までに主たる事業所を市外に移転したとき。
　（４）　第６条の廃止報告書の提出があったとき。
　（５）　前各号に掲げるもののほか、市長が事業の運営及び経理について不適当と認めたとき。
　（成果報告）
第10条　補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して３年間、市長が別に定める期日までに、新商品に係る成果について、市長に報告しなければならない。
　（その他）
第11条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、令和８年４月22日から施行する。
　（この要綱の失効）
２　この要綱は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。
別表（第３条関係）
	区分
	内容
	補助対象経費
	補助率等

	新商品開発
	本市の観光資源である馬をモチーフにした新商品の開発
	新商品開発に必要な経費（物件購入費、賃借料、旅費を除く。）で、市長が適当と認めるもの（交付決定の日から交付決定の日の属する年度の末日までに着手し、及び費用を支出したものに限る。）
	２分の１（1,000円未満を切り捨て、上限を30万円とする。）










別記様式第１号（第４条関係）
　　年　　月　　日


串間市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署の場合押印不要）

串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金交付申請書

串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金の交付を受けたいので、串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金交付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。

記


[bookmark: _Hlk164346715]１　交付申請額　　　　　　　　　　　　円


２　添付書類
　（１）　事業計画書
　（２）　収支予算書
　（３）　店舗等の所在地が分かる地図
　（４）　申請者の完納証明書（事業所及び代表者のもの）
　（５）　見積書の写し又は積算の根拠となる資料
　（６）　串間商工会議所会員又は会員として承認される見込みがあることの証　明書類
　（７）　その他必要書類





別記様式第２号（第４条関係）
事業計画書
事業概要
	新商品名
	

	実施期間
	　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

	新商品概要
	※商品は既存の商品をブラッシュアップしたものでも可

	商品開発のスケジュール
	

	商品開発後の展開
	年間売上目標金額及び数値設定した根拠をご記入ください。
自社外での販売展開が可能な施設等があれば、ご記入ください。
【初年度】




【２年度】※事業展開を含めてご記入ください。




【３年度】※事業展開を含めてご記入ください。






別記様式第３号（第４条関係）

収支予算書

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項目
	予算額(円)
	備考

	市補助金
	③
	②×1/2＝
千円未満切り捨て
※上限30万円

	自己負担金
	④
	①−③

	合計
	③＋④
	



支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項目
	予算額（税込み）
	予算額（税抜き）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合計
	①
	②














別記様式第４号（第５条関係）
　　年　　月　　日

串間市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署の場合押印不要）

串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金変更申請書

　　年　　月　　日付け　　　－　　　で交付決定のあった串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金については、串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて変更の申請をします。
	
記

　１　変更内容
	








　２　変更理由
	










別記様式第５号（第５条関係）

変更収支予算書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上段：変更前
下段：変更後
収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項目
	決算額（円）
	備考

	市補助金
	（　　）
③
	②×1/2＝
（千円未満切り捨て）

	自己資金
	（　　）
④
	①−③

	合　　計
	③＋④
	



支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項目
	予算額（税込み）
	予算額（税抜き）

	
	（　　）

	（　　）


	
	（　　）

	（　　）


	
	（　　）

	（　　）


	
	（　　）

	（　　）


	
	（　　）

	（　　）


	
	（　　）

	（　　）


	
	（　　）

	（　　）


	
	（　　）

	（　　）


	合　　　計
	①
	②





別記様式第６号（第６条関係）
　　年　　月　　日

串間市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署の場合押印不要）


補助事業廃止報告書


　　年　　月　　日付け　　　－　　　で交付決定のあった串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金については、串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり補助事業を廃止することといたしますので報告いたします。


１　事業名
　　
２　交付決定額　　　　　　　

３　事業内容
　　
４　廃止理由










別記様式第７号（第７条関係）

　　年　　月　　日

串間市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署の場合押印不要）

串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金実績報告書


[bookmark: _Hlk164333475][bookmark: _Hlk168319466]　　年　　月　　日付け　　　－　　　で交付決定のあった串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金については、串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金交付要綱第７条の規定により、当該補助金に係る補助事業の実績について関係書類を添えて報告します。

１　添付書類
（１）　事業実績書
（２）　収支決算書
（３）　領収書等（写し）
（４）　事業内容が分かる写真等
（５）　その他必要書類












別記様式第８号（第７条関係）


事業実績書

　１　事業内容
	



　２　事業実施による効果及び今後の展開
	




別記様式第９号（第７条関係）

収支決算書

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項　目
	決算額(円)
	備考

	市補助金
	③
	②×1/2＝
（千円未満切り捨て）
※上限30万円


	自己負担金
	④
	①−③

	合　計
	③＋④
	



支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項　目
	決算額（税込み）
	決算額（税抜き）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合　計
	①
	②




	

別記様式第10号（第８条関係）

　　　　　年　　　月　　日

串間市長　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署の場合押印不要）


請　　求　　書


串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金として請求いたします。


金　　　　　　　　　　円


	金融機関・本支店名
	

	預金種別
	

	口座番号
	

	口座名義
	（フリガナ）

	
	





